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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空封入体の第一の部分を形成するフレームと、
　前記真空封入体の内部に配置され、第一の端部及び第二の端部を有する回転サブシステ
ム・シャフトであって、当該回転サブシステム・シャフトの前記第一の端部は前記フレー
ムの第一の部分に取り付けられている、回転サブシステム・シャフトと、
　前記真空封入体の内部に配置され、前記回転サブシステム・シャフトに前記第一の端部
と前記第二の端部との間で取り付けられているターゲットであって、前記真空封入体の内
部に配置された電子発生源から電子を受けるように配置されているターゲットと、
　前記回転サブシステム・シャフトの前記第二の端部及び前記フレームの第二の部分に機
械的に結合され、前記真空封入体の第二の部分を形成する熱補償器と、
を備え、
　前記フレームと前記熱補償器とにより形成される前記真空封入体の前記第一の部分およ
び前記第二の部分は、前記真空封入体の内部の真空が維持されるように、互いに作用し、
　前記フレームの第二の部分はロータ・キャンであり、前記熱補償器は前記ロータ・キャ
ンに結合される、Ｘ線管。
【請求項２】
　前記回転サブシステム・シャフトの前記第二の端部及び前記熱補償器の第一の端部に取
り付けられた第一の補償器取付け部材と、
　前記ロータ・キャン及び前記熱補償器の第二の端部に取り付けられた第二の補償器取付
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け部材と、
を含み、
　前記第一の補償器取付け部材および前記第二の補償器取付け部材は、前記第一の補償器
取付け部材と前記第二の補償器取付け部材との間に、軸方向の移動を可能にするためのク
リアランスが形成されるように、互いに間隔を空けて配置されており、前記熱補償器は、
前記第一の補償器取付け部材と前記第二の補償器取付け部材との間に、前記クリアランス
に渡って延在するように設けられている、請求項１に記載のＸ線管。
【請求項３】
　前記第一及び第二の補償器取付け部材は、前記シャフトの回転軸と同一直線に位置する
前記Ｘ線管の軸に沿って互いに摺動自在に係合するように構成されている、請求項２に記
載のＸ線管。
【請求項４】
　前記熱補償器の第一の端部が前記ロータ・キャンに取り付けられており、
　前記熱補償器の第二の端部が付属部材片を介して前記回転サブシステム・シャフトの前
記第二の端部に取り付けられている、
請求項１に記載のＸ線管。
【請求項５】
　前記フレームは、当該フレームの前記第一の部分を含む支持板を含んでいる、請求項１
に記載のＸ線管。
【請求項６】
　Ｘ線管を製造する方法であって、
　フレームにより真空封入体の第一の部分を形成するステップと、
　回転サブシステム・シャフトの第一の端部を前記フレームに取り付けるステップと、
　前記真空封入体の第二の部分を形成する前記熱補償器の第二の端部を前記フレームに結
合するステップと、
　ロータ・キャン又は他の構成要素付属部材により前記熱補償器の第一の端部をターゲッ
ト支持シャフトの第二の端部に機械的に結合するステップと、
を備え、
　前記熱補償器は、前記フレームと協働して前記真空封入体の内部の真空を維持するよう
に伸長可能な部品として形成され、
　ターゲットが、前記回転サブシステム・シャフトに前記第一の端部と前記第二の端部と
の間で取り付けられる、方法。
【請求項７】
　前記フレームは支持板及びロータ・キャンを含んでおり、前記回転サブシステム支持シ
ャフトの前記第一の端部は前記支持板に取り付けられている、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　第一の補償器取付け部材を前記回転サブシステム支持シャフトの第二の端部及び前記補
償器の第一の端部に取り付けることにより、前記熱補償器の前記第一の端部を前記回転サ
ブシステム支持シャフトの前記第二の端部に機械的に結合するステップと、
　第二の補償器取付け部材を前記ロータ・キャンに取り付けるステップと、
を含み、
　前記熱補償器の前記第二の端部は前記第二の補償器取付け部材に取り付けられる、請求
項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第一及び第二の補償器取付け部材の一方が、前記シャフトの回転軸と同一直線に位
置する前記Ｘ線管の軸に沿って前記第一及び第二の補償器取付け部材の他方と摺動自在に
係合するように構成されている、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記熱補償器の前記第一の端部を前記シャフトの前記第二の端部に機械的に結合するス
テップは、
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　前記熱補償器の前記第一の端部を前記ロータ・キャンに取り付けるステップと、
　前記熱補償器の前記第二の端部を前記フレームの第二の部分に取り付けるステップと
を含んでおり、
　前記ロータ・キャンの一方の端部が、前記フレームの前記第二の部分の開口を通って摺
動自在に係合するように構成されている、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記熱補償器の前記第一の端部は、取付け部材を介して前記回転サブシステム支持シャ
フトの前記第二の端部に取り付けられており、
　前記補償器の前記第二の端部は前記ロータ・キャンに取り付けられている、請求項７に
記載の方法。
【請求項１２】
　支持構造と、該支持構造に取り付けられた検出器と、前記支持構造に取り付けられたＸ
線管とを備えたイメージング・システムであって、
　前記Ｘ線管は、
　真空封入体の一つの部分を形成する容器と、
　前記真空封入体の内部に配置され、第一の端部及び第二の端部を有する回転サブシステ
ム・シャフトであって、当該回転サブシステム・シャフトの前記第一の端部は前記容器の
一つの部分に取り付けられている、回転サブシステム・シャフトと、
　前記真空封入体の内部において、前記回転サブシステム・シャフトに前記第一の端部と
前記第二の端部との間で取り付けられているターゲットであって、前記真空封入体の内部
に配置された陰極から電子を受けるように配置されているターゲットと、
　前記真空封入体のもう一つの部分が形成されるように、前記シャフトの前記第二の端部
及び前記容器のもう一つの部分に機械的に結合される熱補償器アセンブリであって、熱補
償器と、前記熱補償器の互いに反対側に位置する端部に取り付けられ、前記熱補償器を前
記シャフトの前記第二の端部及び前記容器のもう一つの部分に結合する第一及び第二の補
償器取付け部材と有する熱補償器アセンブリと、
を含み、
　前記容器及び前記熱補償器アセンブリにより形成された前記真空封入体の内部は、前記
熱補償器と前記容器との結合に基づいて、真空が維持されている、イメージング・システ
ム。
【請求項１３】
　前記熱補償器アセンブリが結合されている前記容器の前記もう一つの部分はロータ・キ
ャンである、請求項１２に記載のイメージング・システム。
【請求項１４】
　前記第一及び第二の熱補償器取付け部材は、前記シャフトの回転軸と同一直線に位置す
る前記Ｘ線管の軸に沿って互いに摺動自在に係合するように構成されている、請求項１２
に記載のイメージング・システム。
【請求項１５】
　前記熱補償器は、前記ロータ・キャンの第一の端部、及び当該補償器が結合されている
前記容器の前記もう一つの部分に取り付けられており、
　前記ロータ・キャンの前記第一の端部は、前記補償器が取り付けられている前記容器の
前記もう一つの部分の開口を通って摺動自在に係合するように構成されており、
　前記ロータ・キャンの第二の端部が付属部材片を介して前記シャフトの前記第二の端部
に取り付けられている、請求項１３に記載のイメージング・システム。
【請求項１６】
　前記熱補償器の第一の端部が前記ロータ・キャンに取り付けられており、
　前記熱補償器の第二の端部が付属部材片を介して前記シャフトの前記第二の端部に取り
付けられている、請求項１３に記載のイメージング・システム。
【請求項１７】
　前記フレームは、当該フレームの前記第一の部分を含む支持板を含んでいる、請求項１
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２に記載のイメージング・システム。
【請求項１８】
　前記熱補償器は、前記フレームと協働して前記真空封入体の内部の真空を維持するよう
に伸長可能な部品を有する、請求項１に記載のＸ線管。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の各実施形態は一般的には、Ｘ線管に関し、さらに具体的には、伸縮接合部を形
成する装置及び該装置を構築する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　計算機式断層写真法（ＣＴ）Ｘ線イメージング・システムは典型的には、Ｘ線管と、検
出器と、Ｘ線管及び検出器を支持するガントリ・アセンブリとを含んでいる。動作時には
、対象を配置した撮影台がＸ線管と検出器との間に配置される。Ｘ線管は典型的には、Ｘ
線のような放射線を対象へ向けて放出する。放射線は典型的には、撮影台の対象を通過し
て検出器に入射する。放射線が対象を通過するのに伴って、対象の内部構造が、検出器に
おいて受光される放射線に空間的変動を生ずる。検出器は受光される放射線を電気信号へ
変換した後に、受け取ったデータを送信し、システムは放射線変動を画像へ変換し、この
画像を用いて対象の内部構造を評価することができる。当業者は、対象として、限定しな
いが医療撮像手順における患者や、例えばＸ線スキャナ又は計算機式断層写真法（ＣＴ）
小包スキャナの小包の場合のように無生物が含まれ得ることを認められよう。
【０００３】
　典型的なＸ線管は、集束された高エネルギ電子ビームを与える陰極を含んでおり、電子
ビームは陰極－陽極間の真空ギャップを横断して加速されて、設けられた活性材料又はタ
ーゲットに衝突するとＸ線を発生する。電子ビームがターゲットに衝突するときに発生さ
れる高温のため、典型的には、ターゲットを冷却する目的でターゲット・アセンブリは高
速の回転速度で回転される。Ｘ線管の構成要素は、典型的には金属製又はガラス製のフレ
ームによって保たれる超高真空に配置される。
【０００４】
　Ｘ線管はまた、ターゲットの焦点スポットにおいて発生される熱を分散する目的でター
ゲットを回転させる回転サブシステムを含んでいる。回転サブシステムは典型的には、円
板形のターゲットを支持する心軸に組み込まれた円筒形のロータと、Ｘ線管の細長い首を
包囲する銅巻線付き鉄製ステータ構造とを有する誘導モータによって回転される。回転サ
ブシステム・アセンブリのロータはステータによって駆動される。典型的には、ターゲッ
トは、片持ち型構成として軸受けアセンブリによって支持されている。軸受けアセンブリ
は、前方内外軸受けレース及び後方内外軸受けレース、玉軸受け、並びにここから延在し
てターゲットを支持するシャフトを含んでいる。軸受けアセンブリは、典型的な設計では
ターゲットを支持するシャフトが動作中に経験する極端な温度の結果として動作中に自由
に膨張収縮することができるように、一方の端部で軸方向に固定されている。
【０００５】
　近年、ＣＴ業界内では、ガントリ速度を０．４秒ガントリ回転以上にまで高めることが
望まれている。業界がガントリ速度の高速化を推進するのに伴って、Ｘ線管に加わる機械
的負荷も増大している。一般的には、Ｘ線管に加わる機械的負荷はガントリ回転速度の自
乗として増大し、このようにガントリ速度が高まることにより、Ｘ線管、特にターゲット
に加わるｇ荷重が多大になっている。従って、ターゲットを支持する軸受けアセンブリに
加わる機械的負荷も顕著に増大している。
【０００６】
　このようなものとして、ガントリ速度の増大に対応するために、幾つかの公知の設計で
は、ターゲットは単一のシャフトによって支持されるが、ターゲットを軸受けアセンブリ
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の前後レースの間に配置することを可能にするフランジが組み入れられている（リエント
ラント（reentrant、凹入）設計とも呼ぶ）。これにより、ターゲットは前後両レースの
近傍に配置され、また幾つかの公知の設計ではターゲットは回転サブシステムの重心が前
後レースの間に中心を置くように配置され、これにより前後レースの間で等分の負荷を分
担することを可能にする。他の公知の設計では、玉軸受け方式の軸受けアセンブリの代わ
りにスパイラル溝軸受け（ＳＧＢ）を組み入れてもよく、この軸受けは、一つの公知の実
施形態では約１５ミクロンという相対的に小さい間隙の下で互いに関して回転する内外構
成要素の間に配置される低蒸気流体（液体金属流体）にわたり遥かに広い応力分配を提供
する。ＳＧＢの一つの公知の流体はガリウムである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、近年では、ガントリ速度をさらに高速に、０．２５ガントリ速度以上に
高めることが望まれている。このようなものとして、公知の軸受け設計は、これらの増大
したｇ荷重条件での摩耗のため突発的に破損するか又は短寿命化して破損するかの何れか
を生じ得る。ガントリ速度の増大はまた、ターゲット支持構造（シャフト、軸受け及びタ
ーゲット）の相対的に大きい機械的撓みを生ずる場合があり、これにより焦点スポット移
動又は他の画質問題の原因を招き得る。このように、０．２５秒ガントリ速度以上での動
作を可能にするために、近年のＸ線管設計は、ターゲットの軸方向の両側で支持されるシ
ャフトを含むようになっている。すなわち、ターゲット及びロータを取り付けた回転式シ
ャフトは、Ｘ線管のプレート又は他の支持構造に固定連接された軸受け静止支持材（例と
して玉軸受け又はＳＧＢ）を含み得る。換言すると、０．２５秒以上のガントリ速度のた
め顕著に増大した負荷に対応するために、ターゲットの両側に配置される支持材によって
ターゲットを支持して、軸受けに加わる集中的な負荷及び撓みを大幅に減少させ片持ち装
着型ターゲットの片持ちの影響を除去する「跨橋（straddle）」型支持を設けることが望
ましい。
【０００８】
　しかしながら、このことを行なう（すなわち第二の支持材を設ける）ためには、第二の
支持材は典型的には、Ｘ線管のフレームに固定的に装着される。このようなものとして、
この支持材はシャフトも第二の端部で軸方向に機械的に制約し、シャフトが動作中、並び
に他の加熱事象及び冷却事象中に自由に膨張収縮するのを阻む。
【０００９】
　典型的には、Ｘ線管の構成要素は様々な理由で様々な材料で製造される。例えば、シャ
フト自体はしばしば、モリブデンで製造され（動作中の高温に耐える能力のため）、一方
、シャフトが取り付けられる支持板及びフレームは典型的には、ステンレス鋼のような遥
かに安価な材料で製造される。熱膨張率（ＣＴＥ）及び溶接適性の不整合のため、例とし
てコバール（kovar）が典型的にはシャフトと支持板との間に中間材料として含められる
。支持板に取り付けられてターゲット、ロータ、及び他の構成要素を封入するのに用いら
れるフレーム自体は、例えば３０４Ｌで製造され得る。このようなものとして、限定しな
いが材料費用、加工及び機械加工費用、性能（すなわち高温動作）、並びに溶接適性を含
む多様な理由で、多様な材料を典型的には用いて、シャフト、プレート、フレーム、及び
ターゲットを支持して封入する他の構成要素を形成する。各々の材料は固有の軸方向長さ
、ＣＴＥ、全体的な動作温度を有し、またシャフトは両端で固定的に装着されるので、熱
成長差が、経験される多様な熱条件のため境界面（溶接部及び鑞付け部の）並びに構成部
品に高応力を誘発し得る。
【００１０】
　Ｘ線管では加工温度及び動作温度が極めて高いため、ターゲット及びターゲットを支持
する支持シャフトのようなＸ線管構成要素は、モリブデンのような耐火金属によって製造
される。モリブデンは、鉄金属に比較して低い熱膨張率（ＣＴＥ）を特徴とする。支持シ
ャフト自体は真空フレーム及び支持板によって支持され封入されて、これらの真空フレー
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ム及び支持板は一般的には、モリブデン又はモリブデン合金の約３倍のＣＴＥを有するオ
ーステナイト系ステンレス鋼（３０４）で製造されている。このように、ターゲット、支
持シャフト、並びに真空フレーム及び支持板はこれら特定的な材料で製造されていない場
合もあるが、境界面に大きいＣＴＥ差が生ずる材料で典型的に製造されていることには違
いない。材料のＣＴＥ差及び相対的に大きい部品の全長は、シャフトとシャフトに連結し
た構成要素との間に大きい熱成長差を招き得る。負荷能力及び撓み制御のために構成要素
剛性を典型的には相対的に高くしていることと相俟って、溶接接合部及び鑞付け接合部を
含み得る構成要素境界面において高い内部応力が誘発され得る。従って、溶接接合部又は
鑞付け接合部は、突発的な管破損までも招き得る接合部真空漏れ又は機械的接合部破損を
含み得る破損態様を呈し得る。
【００１１】
　このようなものとして、構成要素及び境界面での応力を低下させる一つの公知の方法は
、温度変化から帰結する長さの変化が互いに均衡する（ゼロ熱成長差）ように構成要素を
選択的に設計するものである。すなわち、熱モデルに基づいて構成部品の温度分布を予測
することができ、次いで、材料、及び構成要素関連の幾何学的長さが、予測される温度分
布の結果として生じ得る長さの変化に均衡するように選択され得る。例えば、動作中にモ
リブデン製の中心シャフトは、３０４Ｌフレーム材料よりも膨張率が低いが、中心シャフ
トはそれでも、当該中心シャフトが動作する温度が遥かに高いためフレームよりも膨張し
得る。このように、この例では、影響を抑えるために、３０４Ｌよりも高いＣＴＥを有す
る材料を、構成部品が定常状態動作温度に達したときに各部品が同じ量だけ膨張するよう
に、フレームの一部（リエントラント・ロータ）に含めることができる。また、フレーム
構築にＮｉ４２のようにＳＳ３０４Ｌよりも低いＣＴＥのニッケル基合金を用いるか、又
はセラミック、コバール若しくはニッケル基合金で製造されたハイブリッド・フレーム・
アセンブリを用いると、全体的な構成要素の熱成長を減少させることができる。
【００１２】
　しかしながら、構成部品は、温度において帰結する応力を最小化するように設計され得
るが、Ｘ線管について全ての熱的条件が同じである訳ではない。例えば、Ｘ線管は広範囲
の定常状態出力又は平均出力で動作するので、一組の定常状態熱的条件を想定していたの
では、異なる定常状態が生じたときの構成要素の応力を最小化するのには不十分な場合が
ある。日によって重患者負荷を伴う高出力撮像を多数行なうこともあれば、他の日には低
出力走査のみを行なうこともある。さらに、ともかく加熱時及び冷却時に構成要素は過渡
的熱応答（温度分布）を経験し、これにより、定常状態に達したときに応力が近ゼロまで
低下しても過渡状態中の動的膨張差のため応力を生じ得る。
【００１３】
　加えて、典型的なＸ線管動作中に経験される極端な温度以外にも、製造中にＸ線管は焼
出し（bakeout）及びシーズニングのような加工中に著しい温度変動を蒙る場合がある。
一例として、焼出し中にはＸ線管全体（フレーム、支持板、及びシャフト等）が高温（約
４００℃を上回る）にされる。典型的には、Ｘ線管は、全ての露出面を清浄化して長期の
高電圧安定性を与えるように全ての構成部品を十分な温度にまで高めるために炉内で焼か
れる。焼出し中に、フレームは特に、Ｘ線管の正常動作中に典型的に生ずるよりも遥かに
高い温度変動を経験する。このようなものとして、構成部品が様々な定常状態及び過渡状
態に耐えるために設計されていても、焼出し及び他の加工ステップによって、管動作条件
の場合よりも有害な熱成長差を招く場合がある。
【００１４】
　このように、回転サブシステムの静止シャフトの両端がフレームに固定的に装着されて
いるときに、多大な応力は、構成要素境界面及び構成要素自体において、室温から加工時
又は動作時の熱的条件のため全体的なシステム熱として生じ得る。応力は、境界面及び構
成要素での応力が所与の組の熱的条件について設計範囲内に留まるように構成要素を適当
に設計することにより一定範囲まで減少させられ得る。しかしながら、Ｘ線管は、広範な
定常状態及び過渡状態、並びに様々な動作条件を経過し得る。このようなものとして、全
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ての可能な組の熱的条件を考慮して設計され得る訳ではなく、疲労サイクリング及び／又
は突発的な構成要素破損を招き得る応力は生じ得る。
【００１５】
　従って、動作中及び加工中の広範囲の熱的条件の下で超高真空を保ち得る構成要素同士
の間の接合部を備えた堅牢な設計を有するＸ線管を有し、上述の欠点を克服することがで
きると有利であろう。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の各実施形態は、上述の欠点を克服して、構成要素境界面での機械的な応力を低
くしてＸ線管が動作するために必要とされる超高真空を保つ装置及び装置を構築する方法
を提供する。
【００１７】
　本発明の一観点によれば、Ｘ線管が、真空封入体の第一の部分を形成するフレームと、
真空封入体の内部に配置されて、第一の端部及び第二の端部を有する回転サブシステム・
シャフトであって、当該回転サブシステム・シャフトの第一の端部はフレームの第一の部
分に取り付けられている、回転サブシステム・シャフトと、真空封入体の内部に配置され
て、回転サブシステム・シャフトに第一の端部と第二の端部との間で取り付けられている
ターゲットであって、真空封入体の内部に配置された電子発生源から電子を受けるように
配置されているターゲットと、回転サブシステム・シャフトの第二の端部及びフレームの
第二の部分に機械的に結合されて、真空封入体の第二の部分を形成する熱補償器とを含ん
でいる。
【００１８】
　本発明のもう一つの観点によれば、Ｘ線管を製造する方法が、フレームによって真空封
入体の第一の部分を形成するステップと、回転サブシステム・シャフトの第一の端部をフ
レームに取り付けるステップと、真空封入体の第二の部分を形成する熱補償器の第二の端
部をフレームに結合するステップと、ロータ・キャン又は他の構成要素付属部材によって
熱補償器の第一の端部をターゲット支持シャフトの第二の端部に機械的に結合するステッ
プとを含んでいる。
【００１９】
　本発明のさらにもう一つの観点は、支持構造と、該支持構造に取り付けられた検出器と
、支持構造に取り付けられたＸ線管とを含むイメージング・システムを含んでいる。Ｘ線
管は、真空封入体の一つの部分を形成する容器と、真空封入体の内部に配置されて、第一
の端部及び第二の端部を有する回転サブシステム・シャフトであって、当該シャフトの第
一の端部は容器の一つの部分に取り付けられている、回転サブシステム・シャフトと、真
空封入体ににおいて、回転サブシステム・シャフトに第一の端部と第二の端部との間で取
り付けられているターゲットであって、真空封入体の内部に配置された陰極から電子を受
けるように配置されているターゲットと、シャフトの第二の端部及び容器のもう一つの部
分に機械的に結合されて、真空封入体のもう一つの部分を形成する熱補償器とを含んでい
る。
【００２０】
　本発明の他の様々な特徴及び利点は、以下の詳細な説明及び図面から明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　図面は、発明を実施するために現在思量される一つの好適な実施形態を示す。
【図１】本発明の一実施形態の組み入れから利益を享受し得るイメージング・システムの
ブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態を示すＸ線管の断面図である。
【図３】フレームとロータ・キャンとの間に熱補償器を有するＸ線管の断面の一部の図で
ある。
【図４】ロータ・キャンの軸方向部分に沿って熱補償器を有するＸ線管の断面の一部の図



(8) JP 6313948 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

である。
【図５】ロータ・キャンの軸方向部分に沿って熱補償器を有するＸ線管の断面の一部の図
である。
【図６】ロータ・キャンと静止シャフトとの間の接合部の一部として熱補償器を有するＸ
線管の断面の一部の図である。
【図７】ロータ・キャンと静止シャフトとの間の接合部の一部として熱補償器を有するＸ
線管の断面の一部の図である。
【図８】非侵襲型小包検査システムと共に用いられるＣＴシステムの見取り図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　　図１は、Ｘ線イメージング・システム２の一実施形態のブロック図であって、このイ
メージング・システム２は、原画像データを取得すること、並びに本発明に従って表示及
び／又は解析のためにこの画像データを処理することの両方を行なうように設計されてい
る。当業者には、本発明が、Ｘ線システム又はマンモグラフィ・システムのようにＸ線管
を実装した多数の医用イメージング・システムに応用可能であることが認められよう。計
算機式断層写真法（ＣＴ）システム及びディジタル・ラジオグラフィ（ＲＡＤ）システム
のように容積について画像三次元データを取得する他のイメージング・システムも、本発
明の利益を享受する。イメージング・システム２についての以下の議論は一つのかかる実
装形態の一例に過ぎず、モダリティの観点で限定するものではない。
【００２３】
　図１に示すように、イメージング・システム２は、対象８を通してＸ線のビーム６を投
射するように構成されているＸ線管又はＸ線源４を含んでいる。対象８は、人間の被検体
、手荷物、又は走査が望まれる他の物体等を包含し得る。Ｘ線源４は、典型的には３０ｋ
ｅＶから２００ｋｅＶまでにわたるエネルギのスペクトルを有するＸ線を発生する従来の
Ｘ線管であってよい。Ｘ線６は対象８を通過し、対象によって減弱された後に、検出器１
０に入射する。検出器１０の各々の検出器が、入射Ｘ線ビームの強度を表わし従ってＸ線
ビームが対象８を通過するのに伴って減弱したビームの強度を表わすアナログ電気信号を
発生する。一実施形態では、検出器１０は、シンチレーション方式の検出器であるが、直
接変換型検出器（例えばＣＺＴ検出器等）を実装し得ることも思量される。
【００２４】
　プロセッサ１２が検出器１０から信号を受け取って、走査されている対象８に対応する
画像を形成する。コンピュータ１４がプロセッサ１２と連絡しており、操作者が操作者コ
ンソール１６を用いて走査パラメータを制御したり形成された画像を観察したりすること
を可能にする。すなわち、操作者コンソール１６は、キーボード、マウス、音声起動式コ
ントローラ、又は操作者がイメージング・システム２を制御して、再構成された画像若し
くはコンピュータ１４からの他データを表示ユニット１８において観察することを可能に
する他の任意の適当な入力装置のような何らかの形態の操作者インタフェイスを含んでい
る。加えて、操作者コンソール１６は、操作者が、形成された画像をハード・ドライブ、
フラッシュ・メモリ、及びコンパクト・ディスク等を含み得る記憶装置２０に記憶させる
ことを可能にする。操作者はまた、操作者コンソール１６を用いて、コンピュータ１４に
命令及び指示を与えて、Ｘ線源４に電力信号及びタイミング信号を与える線源制御器２２
を制御することもできる。
【００２５】
　図２は、本発明の一実施形態の組み入れから利益を享受し得るＸ線管４の断面図を示す
。Ｘ線管４は、放射線放出路５２を内部に形成したケーシング５０を含んでいる。ケーシ
ング５０は、陽極ターゲット（又は回転サブシステム）５６、軸受けアセンブリ５８、陰
極６０、及びロータ６２を有する真空５４を封入したインサート５３を部分的に格納して
いる。軸受けアセンブリ５８は、内シャフト５９と外シャフト６１とを有するスパイラル
溝軸受け（ＳＧＢ）として図示されている。しかしながら、本発明はこのように限定され
る訳ではなく、一例として前後の内外レースを有する従来の玉軸受けのような他の軸受け



(9) JP 6313948 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

も包含し得る。
【００２６】
　Ｘ線６は、一次電子ビームからの高速の電子が陰極６０とターゲット５６の間の電位差
を介して陰極６０からターゲット５６へ導かれたときに急激に減速されると発生される。
高電圧ＣＴ応用では、陰極６０とターゲット５６との間の電位差は、例えば６０キロボル
ト（ｋｅＶ）であり、１４０ｋｅＶまで又はこれ以上であってよい。他の応用では、電位
差がさらに小さい場合もある。電子は焦点スポット又は焦点において材料層又はターゲッ
ト焦点軌道８６に衝突し、焦点スポット又は焦点からＸ線６が放出する。焦点６１に位置
する衝突点は典型的には、当技術分野では焦点スポットと呼ばれる。Ｘ線６は放射線放出
路５２を通って、図１の検出器１０のような検出器アレイへ向けて放出される。高電圧Ｃ
Ｔ応用では、電子によるターゲット５６の過熱を回避するために、ターゲット５６を例え
ば７５Ｈｚ～２５０Ｈｚの高速で中心線６４（又はシャフトの回転軸）の周りに回転させ
る。さらに低電圧又は低電力の応用では、ターゲット５６が静止したままであってもよい
。
【００２７】
　軸受けアセンブリ５８は、静止した内シャフト５９と回転する外シャフト６１とを含ん
でおり、図示の実施形態では両シャフトの間に間隙６３を含んでいる。間隙６３はガリウ
ムのような液体金属で充填されており、ガリウムは、当技術分野で公知のように、外シャ
フト６１の内面及び内シャフト５９の外面に設けられた螺旋溝（不図示）を用いて間隙６
３に保たれている。外シャフト６１は、当該外シャフト６１の軸方向移動、従ってターゲ
ット５６の軸方向移動を限定し又は防ぐ軸方向制限器又はスラスト軸受け６５を含んでい
る。内シャフト５９は、上述のようにターゲット５６に関して静止している支持板によっ
て第一の端部６７において支持されている。内シャフト５９はまた、第二の端部６８にお
いても支持されており、従って回転サブシステム・ターゲット５６は前後両端で支持され
て、結果として確実型（solid）支持又は「跨橋」が動作中の回転サブシステム・ターゲ
ット５６の機械的支持を形成している。跨橋支持は、回転サブシステム・ターゲット５６
が外シャフト６１の一方の軸方向端部でのみ支持されているような従来のＸ線管設計より
も小さい機械的システム撓みを与える。
【００２８】
　Ｘ線管４は、回転サブシステムのターゲット５６、外シャフト６１、及びロータ６２が
配置されている真空５４を部分的に形成する支持板６９、フレーム７１、及びロータ・キ
ャン７３を含んでいる。内シャフト５９、支持板６９、フレーム７１、及びロータ・キャ
ン７３は固定連接されている（すなわち溶接、鑞付け又は両者の組み合わせによって互い
に物理的に固定的に取り付けられている）ので、ロータ・キャン７３が内シャフト５９に
も固定連接されていると、Ｘ線管４の動作及び／又は加工による温度変化が構成要素の間
及び構成要素境界面の間に多大な応力を蓄積し得ることが当業者には理解されよう。かか
る応力は、前述のように構成要素及び構成要素境界面の歪み及び破損を招き得る。
【００２９】
　このようなものとして、本発明によれば、熱補償器アセンブリ７５が含められ、補償器
７７を用いてＸ線管４の構成要素の軸方向の膨張収縮に配慮する。熱補償器７７は、一実
施形態では直接取り付けによってフレームに結合され、またもう一つの実施形態では例と
してフレーム構成要素として形成される。一実施形態によれば、熱補償器７７はロータ・
キャン又は他の構成要素付属部材によってターゲット支持シャフトに結合される。この実
施形態及び以下の各実施形態での熱補償器７７は機械的剛性が低く、Ｘ線管の信頼性及び
性能を高めるために、主な構造支持はケーシング構造を経るものとして、高い内部構成要
素応力及び境界面構成要素応力を招くことなく構成要素の熱によって誘発される張力又は
変位を許す。このように、回転サブシステムの主な機械的負荷経路は、結合用構成要素又
はシャフト・アダプタによってケーシング支持構造を経るものとなり、他の管構成要素又
は熱補償器を経ず、構成要素信頼性及び管性能を高める。このようなものとして、内部の
機械的応力が熱補償器７７の結果として著しく低下する。



(10) JP 6313948 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

【００３０】
　熱補償器７７は、回旋部（convolution）を薄壁構成要素（又は管）に形成することに
より、又は個々の回旋部を共に溶接して溶接された一つのアセンブリを形成することによ
り、製造され得る。材料選択は、機械的要件（剛性、並びに許容応力及び温度）、及び溶
接適性又は鑞付け適性要件に依存するが、高電圧応用向けのステンレス鋼のように超高真
空対応でなければならない。
【００３１】
　熱補償器７５は、本発明によれば、多くの態様で形成又は製造（組み立て）され得る。
一実施形態によれば、図２に示すように、補償器７７は、第一の取付け部材７９（シャフ
ト端取付け部材）を介して第二の管端部６８及び回転サブシステムの内シャフト５９に機
械的に結合され、また、第二の取付け部材８１（ロータ端取付け部材）に機械的に結合さ
れる。本実施形態では、第一及び第二の取付け部材７９、８１は、両者の間にクリアラン
ス８３が形成されているため互いに関して関して移動し又は摺動自在に係合することがで
きる。すなわち、補償器７７が固定連接されて（真空完全性を有する）、真空空間のため
の境界密閉部を提供するので、第一及び第二の取付け部材７９、８１は、真空を保ちつつ
、構成要素の軸方向膨張に配慮して互いに関して軸方向に移動することができる。
【００３２】
　換言すると、図２に示す実施形態では、Ｘ線管４の動作中及び製造中に、補償器７７を
有する熱補償器７５によって提供される機械的軸方向剛性が低いので、Ｘ線管４の各構成
要素の内部での高応力が回避される。このように、限定しないがターゲット５６、外シャ
フト６１及びロータ６２を含む回転サブシステムと陰極６０とが真空５４の内部に収容さ
れ、真空５４は、支持板６９、フレーム７１、ロータ・キャン７３、第一及び第二の補償
器取付け部材７９、８１、及び補償器７７の各部分を含む封入体として形成される。この
ように、第一及び第二の取付け部材７９、８１の間に形成されるクリアランス８３は、取
付け部材から当該クリアランス８３の間の最大の半径方向相対運動を限定しつつ、ともす
れば真空封入体を形成する各部分の内部に応力を蓄積させたであろうような本質的に無制
約の軸方向変位を両取付け部材の間に許す。クリアランス８３の両側での真空完全性は補
償器７７によって保たれているので、真空完全性の損失を招かず、また軸方向に過度に制
約されずに、Ｘ線管４を加工しまた動作させることができる。このようなものとして、早
期破損又は突発的破損を招き得る高応力が回避される。
【００３３】
　このように、図２の実施形態によれば、フレーム７１が、真空５４を有する真空封入体
の第一の部分を形成し、回転サブシステム・シャフト６１が内部に配置される。真空封入
体を形成するフレームはまた、支持板６９及び／又はロータ・キャン７３を含み得る。換
言すると、「フレーム」との用語は特定的にはフレーム構成要素７１を指す場合もあり、
又はさらに一般的には真空５４を収容する真空封入体の一部を形成するのに用いられ得る
任意の構成要素を指すこともできる。
【００３４】
　図３～図７は、本発明の実施形態による熱補償器７５の代替的な実施形態を示す。図３
～図７は、Ｘ線管４の基本構成要素を図示しており、説明の目的で単純化されている。す
なわち、図３～図７は、シャフトの第二の端部６８の領域における十分な構成要素を示し
ているが、図の実施形態は図２のＸ線管４に制約なく組み入れられ得ること、またかかる
実施形態は、本発明の実施形態に従ってＳＧＢアセンブリ又は回転軸受けアセンブリを包
含し得ることが理解される。
【００３５】
　図３を参照して述べると、伸縮接合部７５が、構成要素の軸方向膨張に配慮した補償器
８５を含んでいる。本実施形態では、補償器８５は、フレーム７１及びロータ・キャン７
３に取り付けられている。ロータ・キャン７３は、シャフト取付け部材８７を介して内シ
ャフト５９に固定連接されている。半径方向クリアランス８９がロータ・キャン７３とフ
レーム７１との間に形成され、真空完全性は補償器８５を介してクリアランス８９に跨が
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って保たれている。このように、この実施形態では、Ｘ線管４の軸方向の膨張収縮は熱補
償器接合部７５において生じ、真空完全性はクリアランス８９に渡した補償器８５によっ
て保たれ、一方、構造的支持はシャフト・アダプタ１０４によってケーシング支持材１０
５によって提供される。クリアランス８９の両側での真空完全性は機械的軸方向剛性の低
い補償器８５によって保たれているので、真空完全性の損失を招かず、また軸方向に過度
に制約されずに、Ｘ線管４を加工しまた動作させることができる。このようなものとして
、早期破損又は突発的破損を招き得る高応力が回避される。
【００３６】
　図４を参照して述べると、熱補償器９１が図３に示すものの近傍に配置されている。し
かしながら、この実施形態では、伸縮補償器９３は構成要素の軸方向膨張に配慮している
が、構成要素の間での軸方向変位のためのクリアランスを含んでいない。すなわち、本実
施形態では、補償器９３はフレーム７１及びロータ・キャン７３に取り付けられており、
ロータ・キャン７３自体はフレーム７１に固定連接（すなわち真空完全性を有して溶接又
は鑞付け）されている。ロータ・キャン７３は、シャフト取付け部材８７を介して内シャ
フト５９に固定連接されている。このように、この実施形態では、Ｘ線管４の軸方向の熱
膨脹及び収縮は補償器９１に生じ、真空完全性は補償器９３によって保たれ、一方、シャ
フト・アダプタ１０４によるケーシング構造１０５が主な構造的支持を提供する。真空完
全性は補償器９３によって保たれているので、真空完全性の損失を招かず、また軸方向に
過度に制約されずに、Ｘ線管４を加工しまた動作させることができる。このようなものと
して、早期破損又は突発的破損を招き得る高応力が回避される。
【００３７】
　図５を参照して述べると、熱補償器９１は図４のものと同様であるが、図４とは反対側
のロータ・キャン７３の軸方向端部に配置されている。実施形態の補償器９３は、構成要
素の軸方向膨張に配慮しているが、構成要素の間での変位のための物理的な軸方向クリア
ランスも半径方向クリアランスも設けられていない。本実施形態では、伸縮補償器９３は
、ロータ・キャン７３の第一及び第二の部分９５、９７に取り付けられており、ロータ・
キャン７３自体は、フレーム７１及びシャフト端取付け部材に固定連接（すなわち真空完
全性を有して溶接又は鑞付け）されている。ロータ・キャン７３は、取付け部材８７を介
して回転サブシステム内シャフト５９に固定連接されている。このように、この実施形態
では、Ｘ線管４の軸方向の熱膨脹及び収縮は熱補償器７５に生じ、真空完全性は補償器９
３によって保たれ、一方、シャフト・アダプタ１０４によるケーシング構造１０５が主な
構造的支持を提供する。真空完全性は補償器９３によって保たれているので、真空完全性
の損失を招かず、また軸方向に過度に制約されずに、Ｘ線管４を加工しまた動作させるこ
とができる。このようなものとして、早期破損又は突発的破損を招き得る高応力が回避さ
れる。
【００３８】
　図６及び図７を参照して述べると、伸縮接合部９９が半径方向補償器１０１（図６）又
は軸方向補償器１０３（図７）を含んでいてよく、これらの補償器は図４及び図５の各実
施形態の場合と同様に、構成要素の間の軸方向変位又は半径方向変位のための物理的クリ
アランスは含んでいないが、機械的な剛性（図６では半径方向剛性、及び図７では軸方向
剛性）が相対的に低い。これらの実施形態では、熱補償器１０１及び１０３は構成要素の
軸方向膨張に配慮しているが、構成要素の間の軸方向変位又は半径方向変位のための物理
的クリアランスをやはり含んでいない。これらの実施形態では、熱補償器１０１、１０３
は、ロータ・キャン７３と回転サブシステム・シャフト６８の第二の端部との間に形成さ
れている。図６では、熱補償器１０１は半径方向に伸縮するように配置され、図７では、
伸縮ベローズ１０３が軸方向に伸縮するように配置されている。ロータ・キャン７３自体
は、フレーム７１に固定連接（すなわち真空完全性を有して溶接又は鑞付け）されている
。ロータ・キャン７３は、取付け部材８７を介して回転サブシステム内シャフト５９に固
定連接されている。このように、これらの実施形態ではＸ線管４の軸方向の膨張収縮は機
械的な剛性の低い熱補償器１０１及び１０３に生じ、真空完全性は熱補償器１０１（図６
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）及び熱補償器１０３（図７）によって保たれ、一方、シャフト・アダプタ１０４による
ケーシング支持構造１０５が主な構造的支持を提供する。真空完全性は熱補償器１０１（
図６）及び１０３（図７）によって保たれているので、真空完全性の損失を招かず、また
軸方向に過度に制約されずに、Ｘ線管４を加工しまた動作させることができる。このよう
なものとして、早期破損又は突発的破損を招き得る高応力が回避される。注目すべきこと
として、図６の伸縮ベローズ１０１は半径方向に延在するように示されているが、かかる
能力はまた、Ｘ線管４の構成要素が軸方向に膨張収縮する能力にも対応することが理解さ
れる。
【００３９】
　図８は、非侵襲型小包検査システムと共に用いられるＸ線システム５００の見取り図で
ある。Ｘ線システム５００は、小包又は手荷物を通過させ得る開口５０４を内部に有する
ガントリ５０２を含んでいる。ガントリ５０２は、Ｘ線管５０６のような高周波電磁エネ
ルギ源と、検出器アセンブリ５０８とを収容している。また、コンベヤ・システム５１０
が設けられており、コンベヤ・システム５１０は、構造５１４によって支持されて走査の
ために小包又は手荷物５１６を自動的に且つ連続的に開口５０４に通すコンベヤ・ベルト
５１２を含んでいる。物体５１６をコンベヤ・ベルト５１２によって開口５０４に送り込
み、次いで撮像データを取得し、コンベヤ・ベルト５１２によって開口５０４から小包５
１６を除去することを、制御された連続的な態様で行なう。結果として、郵便物検査官、
手荷物積み降ろし員及び他の警備人員が、爆発物、刃物、銃及び密輸品等について小包５
１６の内容を非侵襲的に検査することができる。当業者は、ガントリ５０２が静止型であ
っても回転式であってもよいことを認められよう。回転式ガントリ５０２の場合には、シ
ステム５００は、手荷物走査、又は他の産業応用若しくは医療応用のためのＣＴシステム
として動作するように構成され得る。
【００４０】
　本発明の一実施形態によれば、Ｘ線管が、真空封入体の第一の部分を形成するフレーム
と、真空封入体の内部に配置されて、第一の端部及び第二の端部を有する回転サブシステ
ム・シャフトであって、当該回転サブシステム・シャフトの第一の端部はフレームの第一
の部分に取り付けられている、回転サブシステム・シャフトと、真空封入体の内部に配置
されて、回転サブシステム・シャフトに第一の端部と第二の端部との間で取り付けられて
いるターゲットであって、真空封入体の内部に配置された電子発生源から電子を受けるよ
うに配置されているターゲットと、回転サブシステム・シャフトの第二の端部及びフレー
ムの第二の部分に機械的に結合されて、真空封入体の第二の部分を形成する熱補償器とを
含んでいる。
【００４１】
　本発明のもう一つの実施形態によれば、Ｘ線管を製造する方法が、フレームによって真
空封入体の第一の部分を形成するステップと、回転サブシステム・シャフトの第一の端部
をフレームに取り付けるステップと、真空封入体の第二の部分を形成する熱補償器の第二
の端部をフレームに結合するステップと、ロータ・キャン又は他の構成要素付属部材によ
って熱補償器の第一の端部をターゲット支持シャフトの第二の端部に機械的に結合するス
テップとを含んでいる。
【００４２】
　本発明のさらにもう一つの実施形態は、支持構造と、該支持構造に取り付けられた検出
器と、支持構造に取り付けられたＸ線管とを含むイメージング・システムを含んでいる。
Ｘ線管は、真空封入体の一つの部分を形成する容器と、真空封入体の内部に配置されて、
第一の端部及び第二の端部を有する回転サブシステム・シャフトであって、当該シャフト
の第一の端部は容器の一つの部分に取り付けられている、回転サブシステム・シャフトと
、真空封入体ににおいて、回転サブシステム・シャフトに第一の端部と第二の端部との間
で取り付けられているターゲットであって、真空封入体の内部に配置された陰極から電子
を受けるように配置されているターゲットと、シャフトの第二の端部及び容器のもう一つ
の部分に機械的に結合されて、真空封入体のもう一つの部分を形成する熱補償器とを含ん
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でいる。
【００４３】
　本発明は好適実施形態に関して説明されており、明示的に述べた以外の均等構成、代替
構成及び改変が可能であり特許請求の範囲内に含まれることを認められよう。
【符号の説明】
【００４４】
　２：Ｘ線イメージング・システム
　４：Ｘ線源
　６：Ｘ線ビーム
　８：対象
　１０：検出器
　１２：プロセッサ
　１４：コンピュータ
　１６：操作者コンソール
　１８：表示ユニット
　２０：記憶装置
　２２：線源制御器
　５０：ケーシング
　５２：放射線放出路
　５３：インサート
　５４：真空
　５６：陽極ターゲット（回転サブシステム）
　５８：軸受けアセンブリ
　５９：内シャフト
　６０：陰極
　６１：外シャフト
　６２：ロータ
　６３：間隙
　６４：中心線（シャフトの回転軸）
　６５：軸方向制限器（スラスト軸受け）
　６７：シャフトの第一の端部
　６８：シャフトの第二の端部
　６９：支持板
　７１：フレーム
　７３：ロータ・キャン
　７５：熱補償器アセンブリ
　７７：補償器
　７９：第一の取付け部材（シャフト端取付け部材）
　８１：第二の取付け部材（ロータ端取付け部材）
　８３：クリアランス
　８５：補償器
　８６：ターゲット焦点軌道
　８７：シャフト取付け部材
　８９：半径方向クリアランス
　９１：熱補償器
　９３：伸縮補償器
　９５：ロータ・キャンの第一の部材
　９７：ロータ・キャンの第二の部材
　１０１：半径方向補償器
　１０３：軸方向補償器
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　１０４：シャフト・アダプタ
　１０５：ケーシング支持材
　５００：Ｘ線システム
　５０２：ガントリ
　５０４：開口
　５０６：Ｘ線管
　５０８：検出器アセンブリ
　５１０：コンベヤ・システム
　５１２：コンベヤ・ベルト
　５１４：構造
　５１６：小包又は手荷物

【図１】

【図２】

【図３】
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